
使用許可申請書が変更になります 
公の施設使用料改定（町外利用者２倍）に伴い令和 8年４月利用分から使用許可申請書が変更に 

なります。変更点は下記のとおりです。 

 

〇変更後  

 
町外利用者２倍に伴い、以下の２点が変更なります。 

①申請者（氏名又は団体名）と住所又は団体の所在地・代表者名 

②利用（入場）予定人数に町内・町外の内訳 

 

 

 

 

 

① 

② 


